
 

 

中部運輸局 自動車技術安全部       

 

 

暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すと

ともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会

的にその排除が強く求められています。 

自動車の不正改造は、他者を巻き込む明確な犯罪行為であり、知らなかったでは済まさ

れません。 

  中部運輸局では、６月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間として、各行政機関

や自動車関係団体の協力を得て、自動車ユーザー等への啓発活動や街頭検査、不正改造車

の情報収集の取組みを強化します。 

 

１．啓発活動 

・各行政機関、自動車関係団体等の協力を得て、ポスターやチラシを

用いた周知・啓発を行います。 

 

２．街頭検査 

・警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会、

自動車関係団体等と連携し街頭検査を実施します。街頭検査の結

果、不正改造車を確認した場合は整備命令を発令します。 

 

３．情報収集 

・通報された不正改造車の情報をもとに、不正改造車ユーザーに対して警告はがきを送

付し、不正改造の改善及びその結果の報告を求めます。 

 

 ○不正改造車の情報提供窓口（URL 又は QR コード） 

  http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/seibi/tsuhoh.html 

 

【添付書類】 

  別紙１：不正改造車の事例 

  別紙２：チラシ 

  

〈問い合わせ先〉 

 中部運輸局 自動車技術安全部 

  整  備  課  杉本、守田 ℡ 052-952-8042 

 

不正改造は犯罪です。  
～６月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間です～ 

令和８年５月２０日 

定例記者懇談会発表 

http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/seibi/tsuhoh.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/seibi/tsuhoh.html


別紙１ 

 不正改造車の事例  

 

タイヤ及びホイールの車体（フェンダー）からの突出 

 

 

 

 

 

 

 

 

不適切な灯火の取り付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓ガラス（前面及び運転者席・助手席）へのステッカー貼付 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓ガラス（前面及び運転者席・助手席）への着色フィルム貼付 

 

 

 

 

 

 

 

制動灯、方向指示器等は、灯火

の色が定められており、その

他の色を使用することは誤認

を与え、事故を誘発するおそ

れがあるため、大変危険です。 

前面及び運転者席・助手席

の窓ガラスに、認められて

いないステッカーを貼るこ

とにより、周囲の状況が確

認しにくくなるため、大変

危険です。 

前面及び運転者席・助手席

の窓ガラスに、保安基準に

適合しない濃い色の着色フ

ィルムを貼ることにより、

周囲の状況が確認しにくく

なるため、大変危険です。 

車体からタイヤ及びホイール

が突出すると、歩行者等に危

害を及ぼすおそれがあり、大

変危険です。また、適切なタイ

ヤ及びホイールを使用しない

と車体へ接触したり、ブレー

キなどと干渉したりします。 



別紙２





不正改造車の
使用者

整備命令の発令
▶整備命令に従わない場合については
　50万円以下の罰金

不正改造を
実施した者

6ヶ月以下の拘禁刑又は
30万円以下の罰金
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